
大和市立病院の会計年度任用職員の報酬等に関する特例を定める規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 
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大和市規則第２７号 

大和市立病院の会計年度任用職員の報酬等に関する特例を定める規則の一部を改正する 

規則 

大和市立病院の会計年度任用職員の報酬等に関する特例を定める規則（令和２年大和市規則第２９

号）の一部を次のように改正する。 

別表第１号から第２３号まで報酬の額（時間額）の欄を次のとおり改める。 

円 

１，５８４ 

１，４０６ 

１，３４２ 

１，３４２ 

１，３３３ 

１，３７８ 

１，３７８ 

１，３７８ 

１，３１５ 

１，３７８ 

１，４２５ 

１，４７３ 

１，４０６ 

１，４５０ 

１，４９１ 

１，４９１ 

１，５３６ 

１，５８４ 



１，２６７ 

１，３０６ 

１，３４９ 

１，６５８ 

１，７００ 

１，７４１ 

１，２６５ 

１，３０７ 

１，３４９ 

１，３７８ 

１，４２５ 

１，４７３ 

１，４９１ 

１，５３６ 

１，５８４ 

１，６５５ 

１，６２５ 

１，６６５ 

１，７０５ 

１，６４０ 

１，６６１ 

１，６８１ 

１，９０１ 

１，９３０ 

１，９５８ 

２，３４５ 

２，３７３ 

２，３９５ 

１，５７４ 

１，６１６ 



１，６５３ 

別表第２４号中「病院臨床工学技士」を削り、「１，６３１」を「１，７９２」に、「１，６６３」

を「１，８２７」に、「１，６９７」を「１,８６４」に改める。 

別表第３１号中「２，１７５」を「２，２４５」に改め、同号を同表第３２号とし、同表第３０

号中「２，９５２」を「３，０４７」に、「２，９９６」を「３，０９２」に、「３，０３９」を

「３，１３７」に改め、同号を同表第３１号とし、同表第２９号中「１，７４３」を「１，７９９」

に、「１，７６５」を「１，８２２」に、「１，７８８」を「１，８４６」に改め、同号を同表第

３０号とし、同表第２８号中「２，９９６」を「３，０９２」に、「３，０３９」を「３，１３７」

に、「３，０８１」を「３，１８０」に改め、同号を同表第２９号とし、同表第２７号中「１，７６５」

を「１，８２２」に、「１，７８８」を「１，８４６」に、「１，８１０」を「１，８６８」に改め、

同号を同表第２８号とし、同表第２６号中「１，７５６」を「１，８１３」に、「１，７７９」を

「１，８３６」に、「１，８１２」を「１，８７０」に改め、同号を同表第２７号とし、同表第２５

号中「１，６９７」を「１，７５２」に、「１，７２８」を「１，７８４」に、「１，７５６」を

「１，８１３」に改め、同号を同表第２６号とし、同表第２４号の次に次の１号を加える。 

２５ 病院臨床工学技士 

初級 １，６８４ 

中級 １，７１７ 

上級 １，７５２ 

同表備考第２項中「第２８号」を「第２９号」に、「３，１５０円」を「３，２５０円」に、「第

３０号」を「第３１号」に、「３，１１４円」を「３，２１３円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に対する報酬について適用し、同日前

までの勤務に対する報酬については、なお従前の例による。 


